
　　　　　　　主　　　文

　本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
控訴人の上告のための附加期間を九〇日と定める。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人セイコーエプソン株式会社は、原判決別紙物件目録記載の物品を製
造、譲渡してはならない。
３　被控訴人株式会社服部セイコーは、原判決別紙物件目録記載の物品を販売して
はならない。
４　被控訴人らは、その占有に係る原判決別紙物件目録記載の物品を廃棄せよ。
５　訴訟費用は第一、二審を通じて被控訴人らの負担とする。
二　被控訴人ら
　主文一、二項同旨
第二　当事者の主張
一　請求の原因
　請求の原因は、原判決八枚目表五行目の「被告株式会社諏訪精工舎」とあるの
を、「被控訴人セイコーエプソン株式会社（旧商号株式会社諏訪精工舎）」と訂正
する他、原判決二枚目裏二行から一四枚目表九行までのとおりである。
二　請求の原因に対する認否及び被控訴人らの主張
　請求の原因に対する認否及び被控訴人らの主張は、次のとおり加除訂正する他、
原判決一五枚目表一行から三五枚目表一行までのとおりである。
１　原判決一五枚目裏一行目の「（遠用」から同七行目の「しており）、」まで
を、「（遠用部領域と中間部領域との境界線は、主子午線から左右に離れる方向に
一旦斜め上方に立ち上がり、わん曲して立ち下がってから再び外方に向かい斜めに
立ち上がり、近用部領域と中間部領域との境界線は、主子午線から左右に離れる方
向に一旦斜め下方に立ち下がり、わん曲して立ち上がってから再び外方に向かい斜
めに立ち下がっており）、」と訂正する。
２　原判決一六枚目表三行目の「直交曲線）」とある次に、「の曲率半径」を付加
する。
３　原判決一六枚目表五行目の「下降し」から同六行目までを、「減少し、中間で
一度増加してから減少する形状であり（但し、被控訴人製品の加入度三・〇〇Ｄの
ものは、主子午線から左右に離れるにつれて増加した後減少する。）」と訂正す
る。
４　原判決一六枚目表八行目の「一旦立ち上がってから」から同九行目までを、
「一旦増加してから減少する形状であり、」と訂正する。
５　原判決一七枚目裏一〇行目の「各直交曲線」とある次に、「の曲率半径」と付
加する。
６　原判決二二枚目表七行から同裏九行までを、「示し、主子午線から最も遠ざか
ったＶｘ二一度（約二八ｍｍ）の点が最小値である七〇・〇八ｍｍ、同Ｖｘ一五度
（約二〇ｍｍ）の点が七〇・二〇ｍｍである。
　即ち、主子午線からＶｘ二一度までの間では曲率が一四・二二から一四・二七ま
で〇・〇五（ジオプトリで〇・〇二五Ｄ）、同じくＶｘ一五度までの間では曲率が
一四・二二から一四・二五まで〇・〇三（ジオプトリで〇・〇一五Ｄ）変化してい
る。
　このような直交曲線がほぼ円形の曲線とされていることに照らすと、加入度一・
五〇Ｄのレンズで曲率半径値が主子午線曲線上の数値からＶｘ二一度の点で〇・二
二ｍｍ、曲率にして〇・〇五、漸進変化度にして〇・〇二五Ｄ（Ｖｘ一五度の点で
〇・一〇ｍｍ、曲率にして〇・〇三、漸進変化度にして〇・〇一五Ｄ）程度の差が
あっても、これを無視してほぼ円形の曲線といってよいことが先行発明に係る明細
書から明らかとなるといえよう。」と訂正する。
７　原判決二七枚目表四行目に「〇・二Ｄないし〇・三」とあるのを、「〇・二Ｄ
ないし〇・三Ｄ」と訂正し、同二七枚目表六行から一一行目の「がある。」まで



を、「（二）　しかるに、被控訴人製品において控訴人がほぼ円形の曲線と主張す
る曲線には、左右ほぼ対称的で規則的に大きな波形の曲率半径の増減がみられ、主
子午線曲線からＶｘ一五度までの間の曲率半径の最大値と最小値との間には、加入
度一・〇〇Ｄのレンズで約一ｍｍ内外から二ｍｍの差、加入度二・〇〇Ｄのレンズ
で二ｍｍを十分超える差、加入度三・〇〇Ｄのレンズで一ｍｍを十分超える差があ
る。」と訂正する。
８　原判決二七枚目裏三行から同二八枚目表九行までを削除する。
９　原判決三三枚目表六行目に「実施例１１ａ」とあるのを、「Ｆｉｇ１１ａに示
される実施例」と訂正する。
三　被控訴人らの主張に対する控訴人の反論
１　争点１に対して

　本件発明と被控訴人製品における基本思想は原理的に全く同一であり、本件発明
を適用することにより生ずる特徴が被控訴人製品にもそのまま存在している。被控
訴人製品においてもいわゆる二分構想をとっていることは乙第七号証のデータから
明らかである。
（一）　（本件発明の基本思想）
（１）　（本件発明の目的）
　本件発明の目的とするところは、「動的視覚」を改善した累進焦点レンズを提供
することである（甲第二号証、本件明細書四欄二八行乃至三二行）。
　即ち、先行発明（乙第三号証）は、「ほぼ円形の曲線」を境にして水平方向の曲
率半径の増減変化傾向を逆にした第一表面部分と第二表面部分とを区画した累進焦
点レンズを提供するものであるが、それは静的視覚を満足するものではあったが、
動的視覚性能は不十分なものであり、像ゆれ等の歪みを発生し視覚障害の原因とな
っていた（本件明細書三欄三四行乃至四欄二七行及び八欄一一行乃至三四行）。
　本件発明は、このような状況下においてなされたものであって、動的視覚性能を
改善した累進焦点レンズを提供することを目的としている。なお、動的視覚性能の
改善とは、「像ゆれの防止」と同じ意味である。
（２）　（本件発明の原理）
イ　本件発明の累進焦点レンズは、大略、二ステップの手順によって構成されるも
のである。
　第一ステップにおいては、主子午線によって曲率半径の漸進的変化を与えると共
に、「ほぼ円形の曲線」によって水平方向の曲率半径の増減変化の傾向を互いに反
対とした第一表面部分と第二表面部分とを画定し、レンズ骨組みを作成する。これ
は、所望により、先行発明によって画定することが可能な構成であり、例えば先行
特許のＦｉｇ２２に示した構成とすることが可能である（この場合には、第一表面
部分においては水平方向の曲率半径は単調に増加しており、一方第二表面部分にお
いては水平方向の曲率半径は単調に減少している）。これは、本件発明における特
許請求の範囲の記載の内で、いわゆる前文部分（即ち、「その改良として」の前の
部分）の構成に対応している。したがって、この段階において、「ほぼ円形の曲
線」が存在している。

ロ　次いで、第二ステップにおいては、第一ステップで作成したレンズ骨組みに関
して、本件発明の要件である動的視覚改善の為の補正を適用する。これは、先行発
明の改良に該当する部分（特許請求の範囲の記載の内で「その改良として」以後の
部分）であって、レンズ表面における垂直方向の曲率を、同一の直交断面曲線と交
差する主子午線上における垂直方向の曲率と比較してあまりかけ離れたものとなら
ないように、所定の範囲内に維持することを意図するものである。このような補正
を行うことにより、動的視覚特性の改善された像ゆれのない累進焦点レンズを提供
することが可能となる。
ハ　第二ステップで補正することにより、第一表面部分における直交断面曲線は主
子午線から離れるにつれてレンズの内側へ折り曲げられる傾向となり、一方第二表
面部分においては、反対に、外側へ折り曲げられる傾向となる。このように、「ほ
ぼ円形の曲線」の上下において反対の方向に補正されるので、「ほぼ円形の曲線」
もこの補正によって影響を受け、たとい第一ステップにおいては曲率半径が単調的
に変化するものであっても、第二ステップの補正により、複雑に変化する曲率半径
を有する「ほぼ円形の曲線」となる。即ち、第二ステップによって影響を受けない
場合には、第一ステップの「ほぼ円形の曲線」がそのまま残るが、多くの場合には



第二ステップによって影響を受け、変形された「ほぼ円形の曲線」となる。
ニ　即ち、第一ステップで作成するレンズ骨組みが先行特許のＦｉｇ２２の実施例
であるとすると、Ｙ＝マイナス一度一二分における「ほぼ円形の曲線」は曲率半径
が単調に減少する状態を示しており、有効範囲における曲率半径の最大値と最小値
との差は、〇・一ｍｍである。ところが、本件発明に従って第二ステップの補正を
適用すると、本判決別紙一（控訴人準備書面（六）添付の別紙二）に示される如
く、本件特許のＦｉｇ７ａ及びＦｉｇ１１ａの実施例においては、Ｙ＝マイナス一
ｍｍ又は〇ｍｍの位置に変形された「ほぼ円形の曲線」が存在しているが、この位
置における曲率半径の変化は、減少－増加－減少と非単調変化を示しており、
有効範囲における曲率半径の最大値と最小値との差は〇・三ないし〇・四ｍｍとな
っている。
　したがって、本件発明に従って、第二ステップの補正を適用することにより、第
一ステップにおける「ほぼ円形の曲線」は多少変形され、その円形度が低下すると
共に減少－増加－減少という曲率半径の「波形変化」が発生することが理解され
る。このことは、本判決別紙二の左右の図（控訴人準備書面（六）添付の別紙五の
一及び五の二）において、Ｙ＝〇の位置における水平方向の曲率半径の変化が、
「黄色（減少）－青色（増加）－黄色（減少）」（黄色が減少を示し、青色が増加
を示すことは以下同じ）として示されていることに対応している。
ホ　次に、レンズの第一表面部分における曲率半径の変化は、通常、第二表面部分
におけるそれと比較すると一層大きいので、第一表面部分においては、第二ステッ
プの補正による影響が一層顕著であり、したがって、第一表面部分においては、曲
率半径が増加傾向から減少傾向に反転している。即ち、第一ステップで作成される
レンズ骨組みが先行特許のＦｉｇ２２に示した実施例である場合には、本判決別紙
三（控訴人準備書面（六）添付の別紙九）に示される如く、第一表面部分において
は、全て青色となっており、即ち水平方向の曲率半径は単調的に増加していること
が示されている。一方、本件発明によって第二ステップの補正を行った本件発明の
Ｆｉｇ７ａ及びＦｉｇ１１ａに示される実施例の場合には、本判決別紙二の左右の
図に示される如く、第一表面部分においては、水平方向においては、「青色」から
「黄色」へ変化しており、即ち水平方向の曲率半径が増加傾向から減少傾向に逆転
している（即ち、「山形変化」）ことが示されている。
（３）　（本件発明の特徴）
　本件発明は、第一ステップで作成した所定の条件を満足するレンズ骨組みに対し
て第二ステップで動的視覚改善補正を行うものであり、このような補正を行うこと
により、本件発明においては幾つかの顕著な特徴が現れる。
イ　（曲率半径の「波形変化」の発生）
　第二ステップの補正により、Ｙ＝プラス四ｍｍないしマイナス四ｍｍの範囲内、
特に第一ステップで作成した「ほぼ円形の曲線」の位置において、水平方向の曲率
半径が「減少－増加－減少」（このような変化を以下「波形変化」という）と推移
する非単調変化が発生する場合がある。
ロ　（曲率半径の「山形変化」の発生）
　第二ステップの補正により、Ｙ＝マイナス四ｍｍより下の部分、又は「ほぼ円形
の曲線」より下側の第一表面部分においては、水平方向の曲率半径が「増加－減
少」（このような変化を以下「山形変化」という）と反転する非単調変化が発生す
る。
ハ　（「波形」及び「山形」変化の特性）
「波形変化」は加入度に依存してその発生位置及び範囲が変化する。一方、「山形
変化」は、加入度が増加するに従い、曲率半径の増加傾向から減少傾向への反転位
置が主子午線方向に移動している。
（二）　（被控訴人製品の基本思想）
（１）　（被控訴人製品の目的）
　被控訴人製品においては、中間部の上下縁の線を波形に湾曲させて設計してお
り、それは「像ゆれを防止」することを目的としている。この「像ゆれ防止」とは
本件発明における「動的視覚改善」と同じ意味であるから、被控訴人製品は、本件
発明と同一の目的を有している。
（２）　（被控訴人製品の原理）
　被控訴人製品においても、本件発明と同じく、二ステップでレンズを構成する思
想であり、その第一ステップにおいては、本判決別紙四（控訴人準備書面（一〇）
添付の別紙一の一及び一の二）の第１図に示したレンズ骨組みを作成している。



イ　被控訴人らの主張によれば、このレンズ骨組みにおいては、そのレンズ表面が
遠用部、
中間部、近用部に分割されているとしている。しかしながら、このレンズ骨組みは
累進焦点レンズに関するものであり、少なくとも中間部に対応する主子午線に沿っ
ては曲率半径が漸進的に変化しており、中間部を介して遠用部と近用部とをなだら
かにつないでいるので、中間部のどこかに「ほぼ円形の曲線」が存在している。し
たがって、本判決別紙四の第１図に示されるレンズ骨組みにおいても、
「ほぼ円形の曲線」を境にして水平方向の曲率半径の増減傾向が反対の第一表面部
分と第二表面部分とに分割されていることが明らかである。
　即ち、同第１図において、「ほぼ円形の曲線」より下側の第一表面部分において
は、水平方向の曲率半径は主子午線から離れるに従って増大しており、一方それよ
り上側の第二表面部分においては、水平方向の曲率半径は主子午線から離れるに従
って減少している。したがって、本判決別紙四の第３図及び第４図に示した如く、
第一表面部分における直交断面曲線Ｂ－Ｃ２に沿っては水平方向の曲率半径は次第
に増加しているので、その部分のレンズ表面は、「ほぼ円形の曲線」に対して外側
に変位しており、一方第二表面部分における直交断面曲線Ａ－Ｃ１に沿っては水平
方向の曲率半径は次第に減少しているので、その部分のレンズ表面は、「ほぼ円形
の曲線」に対して内側に変位している。
ロ　本判決別紙四第５図は、同第１図のレンズ骨組みの特性を横軸に角度Ｋをとり
縦軸に主子午線上の位置を取ったグラフを示している。この場合の角度Ｋは、主子
午線Ｍと平行な線Ｍ１とレンズ表面上での法線との間のなす角度（同第３図）とし
ても、又レンズ表面上での法線と主子午線Ｍとのなす角度（同第４図）としても同
じことである。曲線Ａ－Ｃ１は曲線Ｂ－Ｃ２よりも内側に位置しているので、Ｍ９
の位置においてはＢ－Ｃ２における角度Ｋの方がＡ－Ｃ１における角度Ｋよりも小
さい。中間部の上下縁Ｂ－Ｃ２及びＡ－Ｃ１との間を滑らかにつなげているので、
中間部のほぼ中央に「ほぼ円形の曲線」が存在している。これは、角度の増加量が
ほぼ同一になっていることから理解される。
ハ　次に、被控訴人製品においても、第一ステップで作成した本判決別紙四第１図
及び第５図に示されるレンズ骨組みに対して第二ステップとしての動的視覚改善補
正を行っている。即ち、被控訴人製品においては、同第２図及び同第６図に示した
如く、中間部の上下縁を波形に湾曲させて補正を行っている。それでは、被控訴人
製品において、中間部の上下縁を波形に湾曲させるということはどのような物理的
意味を有するのかについて検討する。

　本判決別紙四第７図は、同第６図の補正を行った場合にレンズ表面がどのように
補正されるかを示している。第一表面部分においては、第６図において点線で示さ
れる補正前のＢ－Ｃ２は、実線で示される補正後におけるＢ－Ｃ２’が角度が増加
しているので、同第７図に示される如く、補正を行うことにより、Ｂ－Ｃ２のレン
ズ表面は内側へ変位されてＢ－Ｃ２’の位置となり、「ほぼ円形の曲線」に近づく
こととなる。一方、第二表面部分においては、補正によりＡ－Ｃ１の角度は減少し
ているので、同第７図に示される如く、Ａ－Ｃ１のレンズ表面は外側へ変位されて
Ａ－Ｃ１’となり、「ほぼ円形の曲線」に近づいている。
　このように、湾曲されるか否かによらず、中間部の上下縁を平行から両開きに傾
斜させることにより、「ほぼ円形の曲線」より下側の第一表面部分（例えば、Ｂ－
Ｃ２）においては全体的に角度が増加しており、一方上側の第二表面部分（例え
ば、Ａ－Ｃ１）においては全体的に角度が減少している。
ニ　本判決別紙四第６図に示される条件をレンズ表面上の水平方向の直交断面曲線
及び垂直方向の曲線で示したものが同第８図である。同第８図において、第一ステ
ップで作成されたレンズ骨組み（同第１図及び同第５図に対応）は実線で示してあ
り、一方第二ステップの補正処理を行った後の状態（同第２図及び同第６図に対
応）は点線で示してある。前述した如く、補正処理により、「ほぼ円形の曲線」下
側の第一表面部分においては、レンズ表面部分が点線で示した如くに内側へ変位さ
れ、一方それより上側の第二表面部分においては、レンズ表面部分が点線で示した
如くに外側へ変位されている。
　第二表面部分の例えば直交断面曲線Ａ－Ｃ１が外側へ変位されＡ－Ｃ１’の位置
へ移動するということは、本判決別紙四第９ａ図に示した如く、Ａ－Ｃ１上の位置
ａにおける垂直方向の曲率（曲率半径の逆数でレンズ表面の局所的曲がり具合のこ
と）がＣａからＣａ’へ補正されることを意味する。即ち、



位置ａにおける垂直方向の曲率Ｃａが主子午線上の対応する位置での曲率ＣＡと比
較してあまり離れすぎないようにＣａ’に補正していることを意味している。一
方、第一表面部分の例えば直交断面曲線Ｂ－Ｃ２が内側へ変位されＢ－Ｃ２’へ移
動するということは、同第９ｂ図に示した如く、Ｂ－Ｃ２上の位置ｂにおける垂直
方向の曲率がＣｂからＣｂ’へ補正されることを意味する。したがって、位置ｂに
おける垂直方向の曲率Ｃｂが主子午線上の対応する位置での曲率ＣＢと比較してあ
まり離れすぎることがないようにＣｂ’へ補正していることを意味している。要す
るに、被控訴人製品において、中間部の上下縁を平行から両開きに補正するという
ことは、物理的な意味においては、レンズ表面上での垂直方向の曲率が主子午線上
の曲率と比較して離れすぎないように補正していることを意味しており、このこと
は、前述した如く、本件発明における第二ステップの動的視覚改善補正処理と全く
同じものであることが明白である。そして、このような補正処理を行うことによっ
て、動的視覚性能の改善、即ち像ゆれ防止効果が得られるという点でも両者は全く
一致している。したがって、被控訴人製品の基本思想は、本件発明のものと何ら異
ならないものであることは明白である。
（３）　（被控訴人製品の特徴）
　被控訴人製品に関しての乙第七号証のデータを検討すると、被控訴人製品におい
ても、本判決別紙五の１ないし３（控訴人準備書面（六）添付の別紙四の一ないし
六）のとおり曲率半径の「波形変化」及び「山形変化」の特徴を有していることが
明らかである。
イ　（曲率半径の「波形変化」）
　Ｙ＝プラス四ｍｍないしマイナス四ｍｍの範囲において、水平方向の曲率半径が
「減少－増加－減少」（即ち、黄色－青色－黄色）と変化する非単調的変化が存在
する場合がある。この非単調変化は、被控訴人製品における「ほぼ円形の曲線」の
位置に存在している。
ロ　（曲率半径の「山形変化」）
　Ｙ＝マイナス四ｍｍ以下、ないしは「ほぼ円形の曲線」より下側の第一表面部分
においては、水平方向の曲率半径が「増加－減少」（即ち、
青色－黄色）と変化する非単調的変化が存在している。
ハ　（「波形」及び「山形」変化の特性）
　「波形変化」は、加入度一Ｄ及び二Ｄの場合は明確に識別可能であるが、加入度
三Ｄの場合にはどこに存在するか不明確であり、加入度によって、その位置及び範
囲が変化している。更に、「山形変化」は、加入度が増加するに従い、曲率半径の
増加傾向から減少傾向への反転位置は次第に主子午線に近づいている。
２　争点２に対して
（一）　（本件発明における「ほぼ円形の曲線」の判定基準値）
（１）　（本件発明における「ほぼ円形の曲線」の意味）
　前記１において述べた如く、本件発明の累進焦点レンズは、二ステップによって
構成されるものであるが、その第一ステップにより構成された「ほぼ円形の曲線」
－本件発明の要件（５）にいう「ほぼ円形の曲線」－は、第二ステップにおける動
的視覚改善補正により、その形状及び数値は変りうるのであり、乙第三号証のＦｉ
ｇ２２の数値をそのまま本件発明における「ほぼ円形の曲線」の数値とすることは
正しくない。
　「ほぼ円形の曲線」は、水平方向の曲率半径が増加又は減少する反対の傾向を有
するレンズの第一表面部分と第二表面部分を区別する作用を営むものであり、この
意味において右の如き第一表面部分と第二表面部分を有する累進焦点レンズには
「ほぼ円形の曲線」は不可欠であり、その数値は設計上の問題であり、二義的意義
を有するにすぎない。被控訴人の認めるとおり本件特許Ｆｉｇ７ａ（甲第六号証、
付加力一・五〇Ｄ）では、Ｖｙマイナス〇度及びＶｙマイナス四度の直交曲線の中
間に曲率半径が〇・二ｍｍないし〇・三ｍｍの範囲で増減する円形の直交曲線が存
在しており、また本件特許Ｆｉｇ１１ａ（甲第七号証、付加力二・五〇Ｄ）では、
Ｖｙ〇度に曲率半径の最大・最小値の差が〇・三四ｍｍと認められる円形曲線が存
在しており、そのいずれも「ほぼ円形の曲線」と認められるものであるが、右の数
値から知ることができるように、レンズの付加力が大になるにしたがって「ほぼ円
形の曲線」における曲率半径の最大値と最小値の差もまた大になる傾向があり、
これをもっても「ほぼ円形の曲線」の数値的基準の設定は設計上の問題にすぎない
ことが理解できるのである。
（２）　（「ほぼ円形の曲線」の基準値）



　以上に述べたように、本件発明の基本的技術思想に即して考察するならば、「ほ
ぼ円形の曲線」の円形度について基準値を設けることは、設計上の問題にすぎない
ものをもって本件発明の技術的範囲を限定することになり、本件特許のクレームに
対する正当な解釈とは言えないと考えるが、本件発明の技術的範囲をより簡明にす
るため、原審判決の解釈姿勢にならって、「ほぼ円形の曲線」に基準値を設けると
するならば、原審判決において円形とも非円形とも判示していない範囲である曲率
半径の最大値と最小値の差が〇・二二ｍｍから二ｍｍまでの間（レンズの有効範囲
内でいえば、〇・一ｍｍから一・五九ｍｍまで）であって被控訴人の主張する一ｍ
ｍよりも十分に小さい数値、具体的には曲率半径の最大値と最小値の差（△Ｒ）が
ほぼ〇・五ｍｍ以内にあるものを「ほぼ円形の曲線」として、被控訴人製品の中に
右に該当する円形曲線が存在するか否かを検討することにしたい。
（３）　（検討にあたって留意すべき事項）
　右検討にはいる前に、以下の二点についてとくに注意を喚起する。
イ　第一は、被控訴人製品の数値について論ずる場合に公差ないしは製造誤差を考
慮すべきか否かである（製造誤差と共に測定誤差の問題も生ずるが本件においては
乙第七号証に使用した測定装置は極めて高精度のものであるから測定誤差は無視し
てよいと考えられるので、特段の場合を除いては、以下製造誤差として問題をとり
あげる。なおセット誤差については後述する）。
　本件発明（先行発明をも含めて）の明細書に記載された円形度あるいは曲率半径
を表す数値（例えば乙第三号証Ｆｉｇ２２等）はいずれも設計値であり、一方これ
と対比すべき被控訴人製品の測定値（例えば乙第七号証記載の数値）は製造誤差を
伴った数値である。
　しかしながら、特許侵害訴訟において、対象製品が特許の技術的範囲に属するか
否かを判断するためには、
当該特許発明において発明者が用いたと同一の基準ないしはカテゴリーをもって対
比しなければならないことは当然であり、本件発明においては、円形度、曲率半径
等は設計値をもって表示されているので（発明が技術的思想であることを考えれ
ば、設計値をもって表現することは当然であるといえよう）、これと対比する被控
訴人製品もまた設計値をもって考察しなければならないのである。
ロ　第二は、たとえば甲第二号証Ｆｉｇ７ａ、ｂ、Ｆｉｇ１１ａ、ｂ、乙第三号証
Ｆｉｇ２２の如く、本件発明（先行発明を含めて）の明細書において円形度、曲率
半径等を表す数値及び乙第七号証のデータは、いずれもメッシュ状の測定点におけ
る数値であり、メッシュ間の特定の位置についての数値ではないので、メッシュ間
のデータを必要とするときは、適当な方法をもって補正しなければならないという
ことである。
（二）　（被控訴人製品における「ほぼ円形の曲線」）
（１）　（被控訴人製品の製造誤差）
　乙第七号証は、被控訴人製品についての測定値であるが、被控訴人製品は、左右
対称に設計されているものであるから、乙第七号証において左右の測定値は一致す
る筈である。しかしながら、実際には、乙第七号証においては、レンズの左右の対
応部分における測定値は一致していない。それは製造誤差に由来する（なお、セッ
ト誤差の影響については後述する）。そこで、乙第七号証の測定値における誤差
は、どの程度のものであるかを検討する。
　本判決別紙六の１ないし３（被控訴人ら第二準備書面添付の別紙二の１ないし
３）は、乙第七号証の測定値の左右表面の対応位置における曲率半径の差を示した
ものであるが、これらを全体的に観察すると、レンズの有効範囲（Ｘ＝±二〇ｍ
ｍ）において±二・〇ｍｍを超える値が所々に散見される。これらの値は局所的に
大きな値となっているので、±二・〇ｍｍを超える値は、異常データとして無視す
べきである。
　そうしてみると、右本判決別紙六の１ないし３には、レンズ全体に渡ってほぼ一
ｍｍを超える誤差の存在が認められ、特に、一ｍｍ乃至二ｍｍ程度の値が数多く存
在していることが理解される。そして、
ほぼ二ｍｍを超える値は、局所的であり、所々散見されるにすぎないから、二ｍｍ
即ち±一ｍｍが許容された最大製造誤差、即ち公差であると考えられる。したがっ
て、乙第七号証の測定値を評価する場合には、右の公差を考慮にいれてその設計値
を求めなければならない。
（２）　（被控訴人製品における「ほぼ円形の曲線」の存否）
イ　さきに述べたとおり、「ほぼ円形の曲線」とは、レンズの有効範囲内におい



て、最大曲率半径と最小曲率半径の差（△Ｒ）が、ほぼ〇・五ｍｍ程度のものをい
い、右数値に前項において述べた被控訴人製品の製造誤差二・〇ｍｍ（±一・〇ｍ
ｍ）を加えるならば、被控訴人製品において、レンズの有効範囲内で△Ｒがほぼ
二・五ｍｍまでの水平断面曲線が存在すれば、被控訴人製品にも「ほぼ円形の曲
線」が存在することになる。
　よって以下に、乙第七号証のデータに基づいて被控訴人製品に「ほぼ円形の曲
線」が存在するか否かを検討する。
ロ　乙第七号証に示されているＰ－１マイルドレンズ（Ａ）ないし（Ｃ）の夫々の
曲率半径実測値に関して、有効部分の領域（Ｘ＝±二〇ｍｍ）内において、所定の
範囲内に夫々のＹの位置において水平方向における曲率半径の最大値と最小値とを
選び出しかつそれらの差△Ｒを算出した結果に基づいて二・五ｍｍよりも小さな△
Ｒの値があるか否かを検討すると左表の如くになる。
二・五ｍｍ以下の△Ｒが
存在するＹの範囲　△Ｒ最小値
Ｐ－１－（Ａ）　右側　○ないしマイナス五ｍｍ　〇・九二ｍｍ
Ｐ－１－（Ａ）　左側　マイナス一ｍｍないし五ｍｍ　〇・九九ｍｍ
Ｐ－１－（Ｂ）　右側　マイナス二ｍｍ　二・四四ｍｍ
Ｐ－１－（Ｂ）　左側　マイナス一ｍｍないし三ｍｍ　一・九二ｍｍ
Ｐ－１－（Ｃ）　右側　○ないしマイナス一ｍｍ　一・四六ｍｍ
Ｐ－１－（Ｃ）　左側　○ないしマイナス一ｍｍ　一・四六ｍｍ
　右の表の如く、全ての場合に、「二・五ｍｍ」よりも小さな△Ｒが存在してお
り、被控訴人製品においては、「ほぼ円形の曲線」が存在するものであることが明
らかである。なお、Ｐ－１－（Ｂ）右側の△Ｒ最小値は二・四四ｍｍとなっている
が、
この場合には、Ｙ＝マイナス一ｍｍにおいて異常データが存在しているからであ
り、この異常データがなければ、右数値ははるかに小さくなることが当然に予測さ
れる。
ハ　右に述べたとおり、乙第七号証の数値自体からも被控訴人製品に「ほぼ円形の
曲線」が存在することが明らかに認められるが、乙第七号証の数値は被控訴人レン
ズの表面を所定のメッシュ点における値として示したものであり、レンズ表面にお
ける曲率半径を連続的な値として示したものではないので、乙第七号証からは、
「ほぼ円形の曲線」は△Ｒが二・五ｍｍ以下という幅をもったかたちで存在を認め
ることができるにすぎない。しかしながら、実際のレンズの表面は連続的なもので
あるから、その曲率半径の変化は連続的なものであり、最も円形に近い一線として
の「ほぼ円形の曲線」が存在する筈である。それを解明する手法は、次のとおりで
ある。
　本判決別紙七（控訴人準備書面（六）添付の別紙七の一、二）の第１図に示した
如く、レンズの中心軸Ｘ及びＹが測定座標ｘ－ｙとずれている場合において、例え
ば、このレンズの△Ｒの最小値がＹ＝〇の位置に存在すると仮定する。この場合
に、各ｙの位置における曲率半径の最大値と最小値との差（△Ｒ）を計算し、それ
をＹ軸を横軸にとったグラフ上にプロットする（本判決別紙七の第２図参照）。す
ると、△Ｒが漸増する部分と漸減する部分とが示されるので、その交点はＹ＝〇の
位置に対応しており、その位置において△Ｒの最小値が得られるはずである。した
がって、この位置が本発明におけるレンズの「ほぼ円形の曲線」であるといえる。
　何故ならば、Ｙ＝〇の位置が「ほぼ円形の曲線」であるとすると、その位置から
下側のレンズ表面部分においては、主子午線から水平方向（Ｘ方向）に進むに従い
曲率半径が増大する傾向を有しており、一方その位置から上側のレンズ表面部分に
おいては、主子午線から水平方向に進むに従い曲率半径が減少する傾向を有してい
るからである。
　右手法によって作成された本判決別紙八（控訴人準備書面（六）別紙三の一ない
し三）を参照すると、△Ｒの最小値を決定することが可能であり、
そのようにして決定された△Ｒの最小値は次のとおりである。
　　　　Ｙ（マイナスｍｍ）　△Ｒ最小値
Ｐ－１－（Ａ）－右　二・五　〇・五ｍｍ
Ｐ－１－（Ａ）－左　三・五　〇・五ｍｍ
Ｐ－１－（Ｂ）－右　一・三　一・七ｍｍ
Ｐ－１－（Ｂ）－左　一・四　一・三ｍｍ
Ｐ－１－（Ｃ）－右　〇・七　〇・七ｍｍ



Ｐ－１－（Ｃ）－左　一・一　一・〇ｍｍ
（右表において、同一レンズ中△Ｒが最小値をとる直交曲線の位置は左右一致して
いないが、後述するようにそれはセット誤差の影響によるものであり、左右を通じ
て最小の数値が△Ｒ最小値となる。たとえばＰ－１－（Ｃ）においては〇・七ｍｍ
が△Ｒ最小値である）。
　右の表から明らかな如く、Ｐ－１－（Ａ）マイルドレンズ（付加力＝一・〇Ｄ）
においては、△Ｒ最小値として〇・五ｍｍが得られており、Ｐ－１－（Ｂ）マイル
ドレンズ（付加力＝二・〇Ｄ）においては、△Ｒ最小値として一・三ｍｍの値が得
られており、またＰ－１－（Ｃ）マイルドレンズ（付加力＝三・〇Ｄ）の場合に
は、△Ｒ最小値として〇・七ｍｍが得られている。
　なお、Ｐ－１－（Ｂ）レンズについては、前項において述べたとおり、異常デー
タの存在により実際よりも大きい数値となっており、異常データがなければ遥かに
小さい数値になるであろう。
ニ　右の数値はいずれもそれ自体で、△Ｒ二・五ｍｍ以下であり、これらの数値に
よってみても被控訴人製品のすべてに「ほぼ円形の曲線」が存在することは明らか
であるといえるが、ここにおいて更にセット誤差の影響を検討しなければならな
い。
　すなわち、被控訴人らも認める如く、乙第七号証には本判決別紙七の第３図に示
した如きセット誤差が存在している。このようなセット誤差が主たる原因となっ
て、前項の表に示される如く、レンズの左右半分における「ほぼ円形の曲線」が存
在する位置が異なることになる。例えば、Ｐ－１－（Ａ）の場合には、レンズ右半
分においてはＹ＝マイナス二・五ｍｍの位置が得られており、一方レンズ左半分に
おいてＹ＝マイナス三・五ｍｍの位置が得られている。
このようにレンズの左右において異なった位置が得られていることは、主として本
判決別紙七の第３図に示した如きセット誤差が存在するからである。
　したがって、実際には、レンズの左右部分で得られた位置の中間の位置に実際の
「ほぼ円形の曲線」が存在していることになる。例えば、Ｐ－１－（Ａ）の場合に
は、Ｙ＝マイナス三・〇ｍｍの位置に「ほぼ円形の曲線」が存在していることにな
る。したがって、Ｐ－１－（Ａ）のレンズ右半分においては、右側の左下がり傾斜
曲線をＹ＝マイナス三・〇ｍｍまで延長し、一方そのレンズ左半分においては、左
側の右下がり傾斜曲線をＹ＝マイナス三・〇ｍｍまで延長すれば良い。この場合
に、これらの傾斜曲線は、Ｙ＝一ｍｍ当たり△Ｒが〇・九ｍｍ変化する勾配を有し
ており、且つＹ方向の延長長さは〇・五ｍｍであるから、セット誤差を除去した後
においては「ほぼ円形の曲線」はＹ＝マイナス三・〇ｍｍにおいて得られ、その△
Ｒ最小値は〇・〇五ｍｍとなる。
　同様なセット誤差除去処理をＰ－１－（Ｃ）レンズについても行うと、「ほぼ円
形の曲線」の実際の位置はＹ＝マイナス〇・九ｍｍであり、かつその△Ｒ最小値
は、レンズ右半分では〇・四四ｍｍでありレンズ左半分では〇・六〇ｍｍである。
これらを平均すると、〇・五二ｍｍとなる。したがって、セット誤差を取り除いた
後のＰ－１－（Ａ）及びＰ－１－（Ｃ）レンズの「ほぼ円形の曲線」が存在する位
置及びその△Ｒ最小値は次の如くになる。
　　Ｙ（マイナスｍｍ）　△Ｒ最小値
Ｐ－１－（Ａ）　三・〇　〇・〇五ｍｍ
Ｐ－１－（Ｃ）　〇・九　〇・五二ｍｍ
　このように、セット誤差を取り除いた後のＰ－１－（Ａ）及びＰ－１－（Ｃ）の
△Ｒ最小値は、いずれも二・五ｍｍを遥かに下廻るものであり、本件発明にいう
「ほぼ円形の曲線」に該当することは明らかである（Ｐ－１－（Ｂ）については前
述の如く異常データが存在するので、正確な△Ｒ最小値を挙げることはできない
が、少なくとも〇・五ｍｍをかなりの程度に下廻ることが推定される）。
ホ　以上、被控訴人の製品に「ほぼ円形の曲線」が存在するか否かを検討するにあ
たって、
製造誤差を加えた数値を基にして議論をすすめたが、仮に、本件発明と被控訴人製
品との比較において、製造誤差を考慮に入れるべきでないと認められたとしても、
前項にみられるように被控訴人製品はすべて、本件発明における「ほぼ円形の曲
線」の基準値として設定した「曲率半径の最大値と最小値の差がほぼ〇・五ｍｍ以
内の円形曲線」の範囲内にはいるものであるから、被控訴人製品もまた「ほぼ円形
の曲線」を有するものといわねばならない。
（三）（１）　被控訴人らは、被控訴人製品においては、曲率半径についての設計



値及び製造公差を定めていないと主張しているが、乙第七号証のデータが左右非対
称であるから、曲率半径において誤差が存在することは明らかであり、それは被控
訴人らが合格品とし販売した製品についてのデータであるから、その誤差は被控訴
人製品についての許容製造誤差即ち公差であることに違いはない。たとえ被控訴人
らが曲率半径について直接的に設計値及び公差を定めていないとしても、レンズの
度については設計値を定めこれを公差内に納めて製造しているのであり、レンズの
度はレンズの表面の曲率半径によって決定されるものであるから、間接的に曲率半
径についての設計値及びその公差を決定していることに変わりはない。
（２）　被控訴人らは、控訴人の主張は乙第七号証のデータを論ずるにあたって製
造誤差のみを問題とし、セット誤差を考慮にいれてないから、誤りであると主張し
ている。しかしながら、レンズの製造誤差ないしは公差を決定する場合には、レン
ズの表面全体を包括的に考慮するものであるから、セット誤差が影響することはな
い。特に、累進焦点レンズの表面は滑らかに形成されるものであること及び有効範
囲の限界位置においてもセット誤差は高々一ｍｍ程度と推定されることから、製造
誤差の認定にあたってセット誤差が問題となることはない。前述したように、セッ
ト誤差が問題となるのは、レンズ表面において最も円形に近い一つの曲線としての
「ほぼ円形の曲線」の位置を決定する場合であって、製造誤差を決定する場合の如
く、
レンズの表面全体を包括的に考慮する場合にはセット誤差が問題になることはない
のである。
（３）　被控訴人らは、控訴人が「ほぼ円形の曲線」の存在を主張している個所に
は事実として計二ｍｍの左右差のある個所は認められないと主張している。しかし
ながら、前述した如く、製造誤差ないしは公差はレンズの全体を勘案して決定すべ
きものであり、「ほぼ円形の曲線」の位置決定とは基準が異なるから、必ずしも
「ほぼ円形の曲線」の存在する位置と二ｍｍの誤差の存在する位置とが一致すると
は限らない。したがって、被控訴人らの主張には根拠がない。なお、被控訴人らが
主張する異常値を取り去った後においても、例えば、加入度一・〇Ｄの場合にはＹ
＝マイナス二ｍｍにおいて一・二五ｍｍの絶対誤差が存在しており、且つ加入度
二・〇Ｄの場合には、Ｙ＝マイナス一ｍｍにおいて一・七五ｍｍの絶対誤差が存在
している。
３　争点３に対して
　臍点曲線に対し直交する非円形曲線（以下、直交断面曲線という）の曲率半径の
増減は必ずしも単調であることを要せず、同一の直交断面曲線のある点においては
増加し、ある点においては減少する複雑な変化を含むことを要件とするものであ
る。
（一）（本件発明のクレームの前文の要件）
　本件発明の構成要件は、（１）ないし（１５）に分れるが、そのうち（１）ない
し（１２）（クレーム前文の要件という）は、先行発明（乙第三号証）の構成要件
と実質的に同一であり、これを要約すると
（１）　臍点曲線の曲率半径は、遠用中心から近用中心にかけて、漸進的に減少す
る
（２）　遠用中心と近用中心の間において臍点曲線に直交するほぼ円形の曲線が存
在する
（３）　右ほぼ円形の曲線によって、レンズは下方の第一の表面部分と上方の第二
の表面部分に分割される
（４）　第一の表面部分においては、臍点曲線から遠ざかる方向に直交断面曲線の
曲率半径は増加し、第二の表面部分においては、臍点曲線から遠ざかる方向に直交
断面曲線の曲率半径は減少する
ということができる。
　右クレーム前文の要件は、直交断面曲線の各点における水平方向の曲率半径に条
件を付与するものである。

（二）（本件発明のクレームの特徴部分の要件）
（１）　本件発明の構成要件としては、前記クレーム前文の要件のほか、「その改
良として……」からはじまる特徴部分（構成要件（１３）ないし（１５）、以下ク
レーム特徴部分という）が存し、右はレンズの垂直方向における曲線の曲率半径に
条件を付与するものといえる。何となれば、本件発明において、レンズ表面の各点
における水平方向と垂直方向の各曲率半径は、臍点曲線上の各点を除いては異なる



ことは前に述べたとおりであるが、クレーム特徴部分は、同一の直交断面曲線上の
任意の点の垂直方向における曲率（曲率半径の逆数）ＣＢｉｊと当該直交断面曲線
が臍点曲線と交わる点の曲率ＣＡｉとの差の絶対値を所定の値Ｎ以下に制限するこ
とを要旨とするものであるからである。
（２）　右クレーム特徴部分の要件にしたがえば、レンズ表面上の任意の点の垂直
方向における曲率ＣＢｉｊは臍点曲線における曲率ＣＡｉとくらべて大きなへだた
りは存しないことになる。何故ならば、曲率ＣＢｉｊと曲率ＣＡｉの差はＮ以下と
され、Ｎは三・五×Ａ（Ａは遠用中心と近用中心の間におけるジオプトリーで表わ
した付加力）以下の値におさえられているからである。たとえば、Ａが二ジオプト
リーの場合にはＮ真３．５×２＝７となり、したがってこの場合には、Ｎの値は〇
と七の間の任意の値に設定することが可能である。Ｎ＝〇と設定した場合は、レン
ズの表面は臍点曲線と同一の形状、すなわち同一の曲率かつ曲率半径となる（しか
しながら、この場合には各水平断面が円形曲線となるので、クレーム前文の要件を
満足しない）。また、Ｎ＝一に設定した場合は、必ずしも臍点曲線と同一にはなら
ないが、臍点曲線に極めて近似したものとなる。一方、Ｎ＝七に設定した場合は、
臍点曲線の形状とのへだたりは最大となる。
　以上のクレーム特徴部分の垂直方向の曲率に関する要件は、同時にクレーム前文
の要件をも満足させねばならないので、両者は相互に関連しており、全く独立的な
ものではない。すなわち、クレーム特徴部分の要件は、
クレーム前文の要件に適合するレンズ表面の形状に垂直方向の曲率に関して一定の
制限を加えるものであり、かかる補正によって先行発明によるレンズの動的視覚性
能の改善が図られているのである。
　右の如きクレーム特徴部分の要件が加わるために本件発明においては、クレーム
前文の要件の範囲内で一応直交断面曲線の各点における水平方向の曲率半径の変化
を単調的増減に設定したとしても、クレーム特徴部分の条件に従った数値限定に応
じて、直交断面曲線の各点における水平方向の曲率半径は非単調な増減に変化する
ことがあるのである。
（三）（実施例による検討）
（１）　本件発明は右の如き特徴を有するものであるが、更にこれを本件発明の実
施例について検討すると、Ｆｉｇ１１ａから計算した直交断面曲線の各点における
水平方向の曲率半径（甲第七号証）のデータによれば、Ｙ＝マイナス一二ｍｍ及び
マイナス一六ｍｍにおいて、Ｘ＝一六ｍｍにおいて曲率半径の最大値が得られてい
る。したがって、第一の表面部分中、有効範囲（Ｖｘ＝二〇ｍｍ）内において、Ｙ
＝マイナス一二ｍｍ及びマイナス一六ｍｍにおいては非単調的な変化をしている。
これらの非単調的変化部分はＸ＝一二ｍｍと二〇ｍｍの間であって、レンズの常用
部分であることに注意すべきである。
（２）　右に述べたとおり、本件発明はクレーム前文の要件に従って一応画定され
た非球面形状にクレーム特徴部分の要件である垂直方向に対する曲率条件を適用
し、該非球面形状を補正するものであり、右補正にともなって、レンズ表面の非球
面形状は、有効範囲内において、水平方向における曲率半径の増減は非単調的に変
化する場合もあることは、明細書の記載からも明らかである。
（四）（「漸進的」の意味について）
　なお、被控訴人らは本件発明においては、主子午線上の曲率半径の変化が漸進的
（単調）であるからには、直交断面曲線の曲率半径の変化も、やはり漸進的（単
調）であると解さざるを得ないとし、その根拠として、先行発明及び本件発明の各
特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載において、
主子午線及び直交断面曲線上での曲率半径の変化の仕方について「離れる方向で
は」及び「遠ざかる方向は」という同一の表現が使用されていることを挙げてい
る。
　しかしながら、「離れる方向では」増減するとか、「遠ざかる方向は」増減する
という表現は極めて一般的な用語であり、必ずしも「単調な」増減を意味するもの
ではない。ところが、「漸進的」という用語は、それが特に工学分野において使用
される場合には、厳格な意味を有するものであり、「漸進的」な増減とは単調な増
減を意味するにほかならない。
　本件明細書においては、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の全体を詳細に検
討しても、「漸進的（単調）」を意味する用語は主子午線上の特定の二点間（即
ち、遠用中心と称される第一の点と近用中心と称される第二の点の間）における曲
率半径の変化態様の場合に限って使用されているのであり、その他の如何なる場合



においてもそのような用語が使用されていることはない。してみれば、本件発明に
おいて、曲率半径の増減変化が要求される場合において、「漸進的（単調）」変化
が必要とされるのは、主子午線上の特定の二点間においてのみであり、その他の場
合においては、それが主子午線上であれ、はたまた直交断面曲線上であれ、曲率半
径の変化態様は、「漸進的（単調）」なものと「非漸進的（非単調）」なものを包
含するものであることは当然である。
（五）（１）　被控訴人らは、レンズ外側方部分は書物の文字などを読むのに殆ど
用いない部分であり使用頻度からみてとるに足りない部分である旨主張する。
　確かに、レンズ下部側方部分は、使用頻度が比較的低いかも知れないが、それだ
からといって、この部分が不要であるわけではなく、又レンズは何も書物を読むた
めにのみ使用されるのではなく、例えば机上の大きな図面を見るために使用される
こともあり、そのような場合には下部側方部分であったとしても、使用される場合
があるのであり、この下部側方部分においても動的視覚改善補正が施されていない
と、像ゆれが発生することとなる。全体的に考えれば使用頻度が比較的低いとして
も、
レンズとして必要部分であることに変わりはないのであり、この点に関する被控訴
人らの主張には妥当性がない。
（２）　被控訴人らは、主子午線の近傍における曲率半径の変化は僅少な変化であ
るから増減変更に値しない旨主張する。
　既に争点１に関して説明したとおり、本件発明は、先行発明と比較すると、第二
ステップの動的視覚改善補正処理を行っている点が異なっている。そして、このよ
うな補正処理を行っている結果、先行発明のＦｉｇ２２の実施例と本件発明のＦｉ
ｇ７ａ及びＦｉｇ１１ａの実施例とを比較すると、補正処理を行うことにより、レ
ンズの第一表面部分においてはいわゆる「山形変化」が発生し、一方レンズの中間
部で主子午線近傍においてはいわゆる「波形変化」が発生する場合がある。したが
って、本件発明の原理に従った場合には、レンズの曲率半径の変化態様にこのよう
な「山形変化」及び「波形変化」が発生する場合のあることが明らかである。
　被控訴人製品における曲率半径の変化態様においてもまた「山形変化」及び「波
形変化」が存在しており、そのことは被控訴人ら自身も認めている。被控訴人ら
は、本件発明の実施例においては、主子午線近くの曲率半径の変化（いわゆる、
「波形変化」）の大きさが小さいので無視できるというが、「波形変化」は本件発
明の第二ステップである動的視覚改善補正を行うことにより発生する場合があるも
のであり、その結果発生する「波形変化」は適用する補正の具体的態様によって変
化し得るものであるから、本件発明の技術的範囲内においても設計の如何によって
曲率半径の変化幅が比較的大になることもあり、要するに「波形」あるいは「山
形」の変化が存することが重要なのであって、単に大きさが小さいことを非難する
ことは不合理である。
　被控訴人らは、「山形変化」及び「波形変化」の如き変化態様は、被控訴人ら独
自の設計思想によるものであると主張するが、これらの変化態様は、実は、本件発
明の原理を適用した結果得られるものであり、被控訴人らの設計上の基本思想は、
本件発明のそれと何ら異ならないのであるから、
被控訴人製品においてもこのような独特の変化態様が存在するのは当然である。し
たがって、被控訴人製品は、本件発明の技術的範囲に属するものであることは疑い
の余地がない。
四　被控訴人らの再反論
１　争点１について
（一）　およそ、累進焦点レンズであるからには、遠方視、中間視及び近方視に適
する領域（遠用部、中間部、近用部）が連続していると考えることができる。当業
者は、乙第三号証の特許（先行特許）の優先権主張日前から一般に右のような三分
構想を前提にしていた。先行発明も本件発明も、右の前提に立って考えれば三領域
を観念することができよう。
　しかし、本件発明は、その構想として、レンズを前記三領域に分ける考えから出
発することなく、特許請求の範囲に記載のとおり、主子午線に直交する多数の水平
断面曲線（直交曲線）のうちの一つの線をほぼ円形の曲線とし、その上の直交曲線
及び下の直交曲線を互いに曲率半径が正反対に増減変化した曲線（以下「非円形曲
線」という。）とする構想を採った。この意味において本件発明は二分構想であ
る。
　二分構想は、一つの直交曲線を円形曲線とし、その上下の直交曲線の曲率半径の



増減変化の傾向を互いに正反対にする構成であるから、この構成であるか否かにつ
いては争点２及び３を検討すれば足りるが、それにもかかわらず、被控訴人らが特
に二分構想に言及するのは、本件発明の基本思想と被控訴人製品の設計の基本思想
との異同を明らかにしたいためである。
（二）　被控訴人製品は、前述した二分構想を採っていない。
　被控訴人製品では、ほぼ円形の曲線を作りレンズを上下に二分する構想がなく、
像ゆれを防ぐために、中間部の上下縁の線をわん曲させて中間部が左右外側におい
て広がるよう設計している。その結果としてほぼ円形の曲線ができなくなっている
（乙第一、二号証は被控訴人製品の構想を示している。）。
（三）　レンズの現物は、先行発明のものでも本件発明のものでも、一回の成形加
工で作られ二つの工程手順ないしステップを経るのではない。
　もっとも、控訴人は、まず先行発明をし、次に本件発明をした。
その経緯は二つのステップに分けることができよう。さらに、実際の設計では、ま
ずどの値を決め次にどの値を決めるかなどの順序態様があるかも知れない。この順
序を思考上のステップというとすれば、これには種々の態様があり決して一つでは
ない。
　控訴人のいう第一ステップで先行発明に沿った設計値を決め、第二ステップで右
設計値を補正するというのは、設計における一つの思考順序として首肯できるとい
うだけのことである。
　控訴人の実際の設計上の思考の順序は、控訴人のいう第一ステップから第二ステ
ップという順序なのかも知れない。そうであれば、被控訴人らは、控訴人のとって
いる設計上の思考順序が右のとおりであることを争うものではない。
　しかし、それだからといって、他人もそうであるはずだと決めつけてかかるのは
失当である。
　被控訴人らは、レンズの設計に当たって、前述した第一ステップ、第二ステップ
の順序で思考を進めてはいない。被控訴人らの設計の進め方は、前述したとおり、
まず在来の三分構想を念頭におき（設計するのではない）、そのレンズの中間部の
上下縁の形状を変えて両者の間をなめらかにつなぐように設計するのである。
　したがって、被控訴人らは、ほぼ円形の曲線を作ることなど始めから全く考えて
おらず、その意味において、被控訴人らの設計のプロセスには控訴人のいう第一ス
テップなどなく、また、第一ステップで作った曲面を補正する第二ステップもな
い。
２　争点２について
（一）　控訴人の主張のうち、レンズの中央付近及び上部における有効範囲（使用
頻度の高い部分、常用部分）は主子午線から左右二〇ｍｍとみてよく（但し、近用
部では二〇ｍｍより十分狭いが、このことについては後述する。）、レンズの曲率
半径の△Ｒが〇・三ｍｍないし〇・四ｍｍであればほぼ円形の曲線といってよいこ
と、先行発明のＦｉｇ２２、本件発明のＦｉｇ７ａ及び１１ａの各実施例の数値が
設計値であること及び被控訴人製品が主子午線の左右を対称に設計していることに
ついては争わないが、その余の主張はすべて争う。
（二）　本件発明の「ほぼ円形の曲線」の意義は、
引用された原判決の事実欄第二、三、３の（一）に前記二６のとおりの加除訂正を
加えたもののとおりであるが、その中でも、特に、
（１）　乙第三号証のＦｉｇ２２の実施例及びその説明中では、有効範囲内（主子
午線から左右二〇ｍｍ、すなわち一五度）で曲率半径が七〇・三〇ｍｍから七〇・
二〇ｍｍまで単調に〇・一ｍｍ変化する直交曲線を円形曲線の設計値の例として示
し、同号証のＦｉｇ２２の例における主子午線上の曲線で、たとえばＶｙ〇度から
九度までの四ｍｍ間隔で示した曲率半径の変化について、上下相隣る二点の曲率半
径の差が〇・八三ｍｍもあれば曲率半径の増減があるものとしていること（乙第三
号証一四欄一三行から二〇行までの説明参照）、
（２）　本件明細書中のＦｉｇ７ｂの実施例における主子午線上の曲線で、たとえ
ばＶｙ〇度から八・四度までに二・八度の間隔で示した曲率半径の上下相隣る二点
の差が〇・八六ｍｍである場合にも曲率半径の増（減）があるものとしていること
（甲第二号証）、
に加えて、
（３）　甲第六号証及び甲第七号証によれば、本判決別紙一の図が示すとおり、本
件明細書のＦｉｇ７ａの実施例におけるＶｙ〇度及びＶｙマイナス四度の直交曲線
の曲率半径の有効範囲内における変化の傾向からみて、その中間には曲率半径が単



調に〇・二～〇・三ｍｍの範囲で増減するほぼ円形の直交曲線が当然存在しており
（本判決別紙九（被控訴人ら準備書面（八）の別紙一）の２図参照）、また、同Ｆ
ｉｇ１１ａの実施例におけるＶｙ四度及びＶｙマイナス四度の直交曲線の曲率半径
の変更をみれば、その中間のＶｙ〇度の直交曲線は曲率半径の△Ｒが〇・三四ｍｍ
程度であると認められること（本判決別紙九の３図参照）、
などの明細書中の説明等に徴すると、本件発明では曲率半径の変化が一・〇ｍｍよ
り少し小さい場合も非円形曲線といってよく、これに前記甲号各証及びこれに沿っ
た控訴人の主張を合わせると、ほぼ円形の曲線とは、曲率半径の増減変化がたとえ
ば〇・一ｍｍとか〇・三四ｍｍなどのように一ｍｍより十分に小さいものであるこ
とを要すると解するのが相当である。

（三）　被控訴人製品の直交曲線の円形度
　被控訴人製品の直交曲線中には、本件発明におけるほぼ円形の曲線と認められる
曲線が存在しない。
（１）　まず、ほぼ円形の曲線かどうかは、レンズの主子午線の左右にわたる全体
としての直交曲線を対象にして考えなければならない。右側はほぼ円形の曲線の条
件をみたすが左側がそうでなければ、この直交曲線がほぼ円形の曲線といえないこ
とは明らかである。
（２）　ところで、被控訴人製品の各直交曲線の曲率半径の変化のし方は、乙第七
号証の表に示されているとおりであり、このうち控訴人がほぼ円形の曲線であると
主張する各直交曲線、すなわち、加入度一・〇〇ＤのレンズでＶｙマイナス三ｍ
ｍ、同二・〇〇ＤのレンズでＶｙマイナス二ｍｍ、同三・〇〇ＤのレンズでＶｙマ
イナス一ｍｍの直交曲線とその上下に一ｍｍの間隔で相隣る直交曲線の曲率半径の
変化の態様は、本判決別紙九の４ないし６図のとおりである。
　前記の各図から明らかなとおり、被控訴人製品のレンズの主子午線の左右有効範
囲二〇ｍｍ内における主子午線から離れる方向への変化は、加入度一・〇〇Ｄのレ
ンズのＶｙマイナス三ｍｍの直交曲線では一旦立下ってから立上り再び立下る減↓
増↓減の変化形態（以下「波形」という。）をとり、加入度二・〇〇Ｄのレンズの
Ｖｙマイナス二ｍｍの直交曲線も同様であり、加入度三・〇〇ＤのレンズのＶｙマ
イナス一ｍｍの直交曲線では一旦立上ってから立下る増↓減の変化形態（以下「山
形」という。）をとっており、すべて非単調に大きく変化している。
　具体的に数値を示すと、加入度一・〇〇Ｄのレンズの直交曲線の△ＲはＶｙマイ
ナス三ｍｍの線で〇・九九ｍｍ、その一つ上のマイナス二ｍｍの線で一・五七ｍ
ｍ、一つ下のマイナス四ｍｍの線で一・五二ｍｍである。加入度二・〇〇Ｄのレン
ズでは同じくマイナス二ｍｍの線で二・四四ｍｍ、一つ上のマイナス一ｍｍの線で
二・五五ｍｍ（但し、異常値を無視した。）、一つ下のマイナス三ｍｍの線で二・
七九ｍｍである。加入度三・〇〇Ｄのレンズでは同じくマイナス一ｍｍの線で一・
四六ｍｍ、一つ上の〇ｍｍの線で二・一七ｍｍ、
一つ下のマイナス二ｍｍの線で二・九〇ｍｍである。
（３）　右（２）に指摘した控訴人が△Ｒの最小値を示すほぼ円形の曲線と主張す
る直交曲線の曲率半径の山形又は波形を呈する大きな増減変化は、規則性をもった
変化であり、偶然の製造誤差や測定誤差により生じたものとは認められない。
（４）　以上のとおり、控訴人が最も△Ｒが小さいほぼ円形の曲線であるとして指
摘している直交曲線の左右全体にわたる△Ｒ値は、加入度一・〇〇Ｄのもので〇・
九九ｍｍ、同二・〇〇Ｄのもので二・四四ｍｍ、同三・〇〇Ｄのもので一・四六ｍ
ｍである。
　本判決別紙九の４～６図の各上中下の曲線の変化の傾向をみれば、それらの中間
に△Ｒ値が〇・数ｍｍを示す線があるなどとは考えられない。
　被控訴人製品のほぼ円形の曲線の△Ｒが〇・〇五ｍｍであるとか〇・五二ｍｍで
あるとする控訴人の主張は空理空論である。
　まず、本判決別紙九の８図によって一般的な説明をする。設計でレンズの円形直
交曲線をＶｙプラス〇・五ｍｍのところにとり、その△Ｒ値を〇とする真円とし、
この曲線で区分される上下の各非円形直交曲線の曲率半径の左右への増減変化の傾
向を反対にし、その変化を対称的な形にしたとすると、設計値でのＶｙ線上の△Ｒ
値の変化は、右８図のようになる。
　この設計で現物を作って、セット誤差なくＶｙ線上一ｍｍ間隔で精密に測定した
△Ｒ値をプロットしたとき、本判決別紙九の９図の各点がとれたとする。右９図の
各点ないしその近傍を通る線を適当につなぐと、どのように線を引いても、二つの



線の交わる点はＶｙ〇ｍｍ～プラス一ｍｍの中間にある。したがって、△Ｒが最小
値の線は、少くともＶｙ〇ｍｍとプラス一ｍｍの中間にあると推定するのが合理的
である。
　ところで、この場合、設計者は前記本判決別紙九の８図の設計が頭にあるから、
同９図の各点を同図に実線で示したようにつなげて設計どおりになったと考えるか
も知れない。しかし、設計を知らない第三者は右９図に点線で示したような線を引
くこともできる。したがって、
右のプロットした各点から△Ｒが最小値を示す線はＶｙ〇ｍｍとマイナス一ｍｍの
中間にあるとはいえても、その△Ｒ値が〇ｍｍか〇・数ｍｍかは断定できない。
　また、前記の設計で作った製品の主子午線左右の△Ｒの実測値が本判決別紙九の
１０図のようにずれたとする。線のずれが同１１図のようであればレンズの左側の
Ｖｙマイナス二ｍｍの測定値は異常値とみて無視すべきであるが、同１０図のよう
に大体並行していれば、主子午線の右側と左側の線のずれはセット誤差に起因する
と考えるのが合理的であろう。そして、右１０図のような線からは、ほぼＶｙマイ
ナス〇・五ｍｍとマイナス一・五ｍｍの間、少なくともＶｙ〇ｍｍとマイナス二ｍ
ｍの間に△Ｒの最小値を示す直交曲線があると推認するのが妥当である。しかし、
この場合も、最も円に近い直交曲線の△Ｒ値を〇・三ｍｍとみるか〇・五ｍｍ以上
とみるかなどは、プロットした点を見ての微妙な線の引き方の如何で異なってしま
うのである。
（四）（１）　本判決別紙九の１ないし３図に示した先行発明及び本件発明におけ
るほぼ円形の直交曲線と同４ないし６図に示した被控訴人製品の各直交曲線とを比
較すると、多くを述べるまでもなく、両者の様相が大きく異なることは一見して明
らかである。
（２）　レンズの中間部の上下縁を水平に仕切って、曲率半径が左右に漸減する遠
用部の直交曲線と漸増する近用部の直交曲線を中間部でなだらかにつないだ場合に
は、ある程度の製造誤差があっても、どこかに円形の直交曲線ができるはずであっ
て、中間部の直交曲線の曲率半径が被控訴人製品のように大きな山形又は波形を呈
して増減変動することはない。被控訴人製品にみられる直交曲線の曲率半径の大き
な増減変化は、前記（二）に述べたとおり、二分構想を採らずに中間部の上下縁の
形状を変える構想を採用したことに起因するものである。
　被控訴人製品の直交曲線の曲率半径の波形ないし山形の変化が主子午線の左右で
ほぼ対称的であること及び乙第七号証と甲第四号証の測定結果が同一傾向を示して
いることからみて、右変化が設計値に対する製造誤差などによるものではなく、
変化は意図的構想に基づくものであることは明らかである。そして、被控訴人製品
の△Ｒが最小値を示す直交曲線の△Ｒ値は本件発明のほぼ円形の曲線の△Ｒ値と大
きくかけ離れているのであるから、このような被控訴人製品における直交曲線を本
件発明にいうほぼ円形の曲線と解することはできない。
（五）　控訴人は、被控訴人製品は、その直交曲線に二・〇ｍｍの製造公差がある
から、これを考慮してほぼ円形の曲線の存否を決定すべきである旨主張する。
　しかし、
（１）　被控訴人製品では、直交曲線の曲率半径についての設計値（基準値）及び
製造公差を定めていない。基準が存しないところに許容製造誤差ないし公差が存す
るわけはない。
　被控訴人製品は、レンズの三領域を念頭において中間部の上下縁を非単調に変化
させ所望のレンズ仕様に合致するよう定めた座標値によって金属型を作り、金属型
にならってガラス型を作り、ガラス型で成形したプラスチックレンズの所定の数個
所におけるレンズの度（レンズ表裏面の全体としての屈折力の和）を光学的測定装
置で測定し、右レンズとしての度数が度数についての製造公差内におさまっていれ
ば、そのガラス型によって工業生産に移る。光学性能値が設計公差内にあればよい
のであるから、レンズ表裏面ごとの曲率半径の寸法公差など問題にしないのであ
る。
（２）　設計値に対する製造誤差は、個々の各現物ごとにみられる製造に由来する
バラツキである。この誤差が商品としての多数の製品においてどの範囲に収まって
いるかをみて、定められた許容誤差の存在を推測するためには、特定一個の製品を
多数回測定し、可能な限り測定誤差を消して真値に近い値を求め、多数の製品につ
いて右同様の測定をくり返し、これらによって得た値を統計的に処理する必要があ
る。加入度を異にする各被控訴人製品をそれぞれ一個とり出し一回測定して得た値
から全体としての右各製品（種類物）における製造誤差の範囲を推測しようという



のは乱暴である。
　控訴人は、本件において、三種の被控訴人製品の各一個について各一回の測定を
し、その結果を示す甲第四号証を提出しただけであって、
被控訴人製品の製造誤差の範囲を証するのに必要な証拠を示していない。
　もっとも、本件においては、甲第四号証のほかに乙第七号証の実験結果報告もあ
るので、右両者の実験結果を比較してみると、被控訴人製品における中間部の直交
曲線の曲率半径の変化は、とうてい製造誤差とは認められない規則性を有してい
る。
（３）　乙第七号証の測定値にはセット誤差（測定誤差の一種で、レンズを正しい
セット位置から多少軸線が縦・横にずれ又は傾いたままセットすることにより生ず
る誤差）が介入している。
　現物の実測値から真値を求めるには、測定誤差を考慮に入れなければならないこ
というまでもない。控訴人は、乙第七号証の測定に用いた測定装置は極めて高精度
であるから測定誤差は無視してよいというが、測定誤差は装置の精度のみによって
決まるのではない。とくに控訴人が左右の差から公差を推認しようとするからには
（この考えが誤っていることは次に述べる。）、乙第七号証の測定値に認められる
セット誤差を無視して公差を論ずることは許されない。
（４）　曲率半径の製造誤差は、設計値（基準値）が定められている場合において
基準値に対し現物の実測値（仮に真値とみなしておく。）のもつ偏差である。とこ
ろが、左右差は右又は左側の実測値の左又は右側の実測値に対する差であるから、
左右差から設計値を基準とする製造誤差を求めることはできない。
　もっとも、セット誤差がないと仮定すると、左右対称の設計をしたのに拘わらず
実測値が左右非対称であって両者の間に微小差が認められるときは、製造上のバラ
ツキの存在を考えることもできよう。しかし、左右のバラツキがあるからレンズ表
面の曲率半径について製造公差を定めているとか、その程度如何が設計値からの許
容誤差の範囲（製造公差）を示すなどというのは失当である。
　仮に、曲率半径値について公差を定めているとした場合でも、左右差から設計値
と公差を推認するのは無理である。なぜならば、仮想の設計値の線は実測値の線の
上下又は実測値の線と交叉して何本でも考えられるからである。
（５）　控訴人は、乙第七号証によると、
レンズ全体にわたってほぼプラス・マイナス一ｍｍを超える左右差が認められるか
ら二ｍｍが許容最大製造誤差であり、これを考慮して設計値を求めるべきであると
主張するが、これらの左右差は控訴人がほぼ円形の曲線の存在を主張する個所から
離れた個所における左右差であるから、右の差をもってほぼ円形の曲線の存在を主
張する個所における公差であるとみなすことはできない。
　控訴人は、製造誤差をみるときはレンズの全体から判断してよいのだというが、
そのような考えはおかしい。
　いわんや、互いに異なる種類のレンズのうちの一種にみられる一・〇ｍｍ以上の
マイナス差と他種のレンズにみられる一・〇ｍｍ以上のプラス差とを総合して、レ
ンズ一般について中間部の一定個所に計二・〇ｍｍの公差の存在を推定するなどと
いう考えは全く不合理である。
３　争点３について
（一）　主子午線曲線上のレンズ中間部における曲率半径の変化は単調な変化であ
るこというまでもない。ところで、乙第三号証の先行特許の明細書及び本件明細書
には、直交曲線の曲率半径の変化が右主子午線上の曲率半径の変化を示す表現と実
質的に同一の表現で説明されている。したがって、本件発明における直交曲線の曲
率半径の変化は単調な増又は減の変化であると解するのが至当である。
（二）　先行発明の明細書及び本件明細書に示されている実施例をみても、レンズ
の有効範囲内における直交曲線の曲率半径の変化の傾向は単調な増又は減であると
いってよい。
　この点について、控訴人は、乙第三号証のＦｉｇ２２の実施例における前記曲率
半径の変化が単調であることを認めているが、甲第六号証ないし甲第一〇号証の計
算値に依拠して、本件明細書のＦｉｇ７ａ及びＦｉｇ１１ａの実施例における前記
変化は非単調であると主張している。
　しかし、この主張は、以下に述べる理由によって失当である。
（１）　まず、甲第六号証ないし甲第一〇号証のうち、甲第六、七号証と甲第八な
いし一〇号証とでは計算方法が異なっているため、同一の直交曲線について互いに
異なる数値が示されている。本件明細書に全く開示されておらず、



方法如何によって結果が異なる複数種の計算方法を便宜採用することには疑問があ
る。しかし、以下では一応右甲号各証の数値に即して述べることにする。
（２）　レンズの外側部分の曲率半径の変化についていうと次のとおりである。
　人間の眼の機能からみて、一般にレンズの常用部分は下方では狭くなる。二焦点
レンズでは近用部が小さく（乙第一一号証の図１８）、累進焦点レンズではレンズ
の曲率半径を漸次変化させているため不可避的に生ずる収差を近用部における狭い
中央の常用部分よりも外側の左右に押しこんで設計している。したがって、レンズ
下部の外側部分の曲率半径の微小な増減は問題にならない。
　本件明細書の実施例のレンズはブランク直径が五五ｍｍであり、したがって、こ
のレンズの常用部分は、レンズの遠用部では主子午線の左右二〇ｍｍとみてよい
が、前述した理由により、近用部では二〇ｍｍより十分狭い。控訴人が曲率半径の
増減が反転しているという直交曲線のうちＶｘ一六ｍｍないしＶｘ二〇ｍｍの部分
は、設計上収差を集中させている部分であり、近方視の場合に、頭を動かさず目だ
け動かして書物の文字などを読むのには殆ど用いない部分である。
　控訴人は、主子午線から遠い部分もレンズにとって必要部分であるというが、な
るほど右部分はレンズにとって不可欠の部分ではあっても、近方視の場合に、その
部分を通して細かいものを視る部分ではない。また、日常の経験から明らかなとお
り、像のゆれは中間部や遠用部では重要な問題となるが、近用部で近方視するとき
には重要でない。控訴人は、近用部の注視には殆んど使わない外側部分に曲率半径
値の反転する個所が存在すると指摘しているだけである。このような控訴人の主張
は理由がない。
　具体的に指摘すると、本件明細書の７ａ図の実施例では、甲第六号証及び甲第八
号証のいずれによっても、近用部の外側部分に直交曲線の曲率半径が増から減に反
転する個所はない。甲第七号証及び甲第九号証によると、右明細書の１１ａ図の実
施例では、Ｖｙマイナス一二ｍｍ及び一六ｍｍの各直交曲線がＶｘ一六ｍｍまで増
加してから同二〇ｍｍに至る間で減少している。
また、控訴人が実施例とは別個に本訴に対処するため考えた加入度三・五〇Ｄのレ
ンズの計算値（甲第一〇号証）をみても、Ｖｙマイナス一六ｍｍの非円形直交曲線
が漸増から減に転ずるのはＶｘ一六ｍｍから外側の部分である。このようなレンズ
の最下部の外側部にみられる変化をもって非円形曲線の曲率半径の変化が非単調で
あるとするのは、前述した理由により失当である。
（３）　次に、主子午線の近傍における直交曲線の曲率半径の変化をみると、次の
とおりである。
　前記７ａ図の実施例では、甲第六号証によるとＶｙ〇ｍｍの非円形直交曲線の曲
率半径が主子午線から左右に離れるにつれて漸減しており、減から増に反転してい
るところはない。もっとも、甲第八号証によるとＶｙ〇度の直交曲線は全体として
主子午線から離れるにつれて曲率半径が漸減し、Ｖｘ一・四度から五・六度（約二
ｍｍから八ｍｍ）にかけて七六・五四ｍｍから七六・六二ｍｍまで〇・〇八ｍｍの
反転増がみられる。
　また、同１１ａの実施例では、甲第七号証によるとＶｙ〇ｍｍの直交曲線がＶｘ
〇ｍｍでの七四・八四ｍｍからＶｘ四ｍｍでの七四・八三ｍｍまで一旦減少してか
ら反転して微増しているが、その減少は〇・〇一ｍｍである。甲第九号証によると
右の直交曲線の曲率半径は一旦減少した後Ｖｘ一・四度から五・六度（約二ｍｍか
ら八ｍｍ）にかけて七四・七二ｍｍから七五・一〇ｍｍまで増加しているが、その
増加は〇・三八ｍｍである。
　控訴人が新たに考えた加入度三・五〇ＤのレンズのＶｙ〇度の直交曲線の計算値
は、甲第一〇号証によればＶｘ〇度から一・四度にかけて七二・三三ｍｍから七
二・二五ｍｍに減少してから増加に転じているが、右の減少は〇・〇八ｍｍであ
り、Ｖｘ八・四度から一四度（一二ｍｍから二〇ｍｍ）にかけての反転減の程度は
七二・七六ｍｍから七二・六三ｍｍまで〇・一三ｍｍである。
　控訴人が増減反転であると指摘している部分の曲率半径の変化は〇・〇八ｍｍ、
〇・〇一ｍｍ、〇・三八ｍｍ、〇・〇八ｍｍ、〇・一三ｍｍという程度の上がり下
がりである。
（４）　以上のとおりであって、
甲第六号証ないし甲第一〇号証のいずれによっても、本件発明の実施例７ａ及びＦ
ｉｇ１１ａのレンズの直交曲線の曲率半径の変化のうち、控訴人が非単調な変化を
示していると指摘する部分は、収差を集中させた部分であり、使用頻度からみてと
るに足りないレンズ下方の外側部の変化である。



　また、主子午線近傍の変化は極めて小さな変化であり、この程度の僅少の差は、
もしそれが中間部の中央付近の直交曲線に存するときは、曲率半径に実質的な増減
のないほぼ円形の曲線としてよい程度のものであって、曲率半径の増減変更という
に価しない。
　したがって、本件発明の非円形直交曲線の曲率半径の左右への変化は、少なくと
もほぼ円形の曲線の上下に位置する部分についていえば、単調な増加又は減少であ
る。
（三）　ところが、被控訴人製品の直交曲線中の控訴人がほぼ円形の曲線として指
摘する部分の上下には、中間部において明らかに曲率半径値が非単調に変化してい
る直交曲線が多く存する。
　具体的に指摘すると、たとえば、本判決別紙九の４ないし６図に示すとおり、控
訴人がセット誤差を除去して考えてほぼ円形の曲線であると主張する加入度一・〇
〇ＤのレンズのＶｙマイナス三ｍｍの直交曲線の上のＶｙマイナス二ｍｍの直交曲
線は左右の有効範囲内で波形の非単調な変化をしており、加入度二・〇〇Ｄのレン
ズのＶｙマイナス二ｍｍの上のＶｙマイナス一ｍｍ及び下のＶｙマイナス三ｍｍの
直交曲線は左右の有効範囲内で波形の非単調な変化をしており、加入度三・〇〇Ｄ
のレンズのＶｙマイナス一ｍｍの直交曲線の下のＶｙマイナス二ｍｍの直交曲線は
左右の有効範囲内で山形の非単調な変化をしている。その△Ｒ値も一ｍｍより十分
に大きい。
第三　証拠関係　（省略）

　　　　　　　理　　　由

一　請求の原因１（本件特許権）、同２（本件発明の特許請求の範囲）、同３（本
件発明の構成要件の分説及び本件発明の効果）、（一）同４（被控訴人製品の構成
及びその製造、販売）のうち、被控訴人らが取り扱っている眼鏡用レンズの構成中
の、
原判決別紙物件目録（３）’の（Ⅲ）’の（ⅱ）’の項以外及び同４（二）（被控
訴人製品の作用効果）は当事者間に争いがない。
　また、被控訴人製品が本件発明の構成要件（１）、（２）、（４）、（８）、
（１１）、（１３）、（１４）及び（１５）を充足していることも当事者間に争い
がない。
　原本の存在及び成立に争いのない乙第四号証の一及び成立について当事者間に争
いのない乙第七号証によれば、被控訴人らの取り扱っている眼鏡用レンズの構成の
うち、中間部領域における緯線（直交曲線。以下、「直交曲線」という。）の曲率
半径の変化のしかたは、概ね原判決別紙物件目録（３）’（Ⅲ）’（ⅱ）’の項の
とおり（但し、遠用部に近い領域における左右に離れるにつれての漸増、近用部に
近い領域における左右に離れるにつれての漸増は、それぞれ単調な漸減、漸増では
ない。）であることが認められ、これに反する証拠はない。
　被控訴人らは、直交曲線の曲率半径の変化について、請求の原因に対する認否２
（二）のとおり、より詳細に主張し、前記の証拠によればその主張も認められる
が、控訴人の主張も誤りとはいえないので、控訴人の主張した特定方法によって以
下検討を進めることとする。
二　被控訴人製品が構成要件（５）にいう、「ほぼ円形の曲線」を有するか否かに
ついて検討する。
１　控訴人は、「ほぼ円形の曲線」は、水平方向の曲率半径が増加又は減少する反
対の傾向を有するレンズの第一表面部分と第二表面部分を区別する作用を営むもの
であり、その数値は設計上の問題であり、二義的意義を有するにすぎない旨主張す
る。
　しかし、本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、本件発明は、「該屈折面は
前記臍点曲線と直交し、かつ該臍点曲線に直角な平面内に延在する曲線を含むもの
であり、前記直交曲線は該臍点曲線と直交する点での臍点曲線曲率半径と等しい値
の曲率半径を有するほぼ円形の曲線であ」ることを構成要件として挙げていること
は明らかであり、この構成要件を、単に、
水平方向の曲率半径が増加又は減少する反対の傾向を有するレンズの第一表面部分
と第二表面部分を区別する作用を営む直交曲線と置き替えることはできない。
　また、成立について当事者間に争いのない甲第二号証（本件特許の出願公告公
報）によれば、本件明細書中には、本件発明における「ほぼ円形の曲線」の定義、



その円形度についての直接の説明がないことが認められ、他方、前記特許請求の範
囲の記載によれば、「円形の曲線」とは、直交曲線の全体が、臍点曲線と直交する
点での臍点曲線曲率半径と等しい値の曲率半径を有するものを指すものと解される
以上、「ほぼ円形の曲線」の意義を、直交曲線が臍点曲線と直交する点での臍点曲
線曲率半径と等しい値の曲率半径とどの程度の差を有するかで定めるべきであり、
その数値を設計上の事項であるとか、二義的意義を有するにすぎないということは
できない。
２　控訴人は、本件発明において、曲率半径の最大値と最小値の差がほぼ〇・五ｍ
ｍ以内にあるものが「ほぼ円形の曲線」であると主張し、被控訴人らは、曲率半径
の最大値と最小値の差が〇・三ないし〇・四ｍｍまでであれば、その直交曲線を
「ほぼ円形の曲線」といってよいと認めるから、レンズの直交曲線の曲率半径の最
大値と最小値の差が〇・四ｍｍまでのものは、その直交曲線を「ほぼ円形の曲線」
といってよいという限度では当事者間に争いがない。
　控訴人の、曲率半径の最大値と最小値の差が〇・五ｍｍまでのものが「ほぼ円形
の曲線」であるとの主張を認めるに足りる本件明細書上の記載その他の的確な証拠
はない。
３　そこで、被控訴人製品が、本件発明の構成要件（５）にいう「ほぼ円形の曲
線」を具備するか否かについて検討する。
　控訴人は、被控訴人製品が「ほぼ円形の曲線」を具備するか否かについては、製
造誤差を考慮して判断すべきであり、被控訴人製品においては、二ｍｍ、即ち±一
ｍｍが許容された最大製造誤差、即ち、公差であるから、被控訴人製品の曲率半径
の最大値と最小値の差が、
本件発明における「ほぼ円形の曲線」に該当するための曲率半径の最大値と最小値
の差〇・五ｍｍに被控訴人製品の公差二・〇ｍｍ（±一・〇ｍｍ）を加えた二・五
ｍｍまでのものには「ほぼ円形の曲線」がある旨主張する。
（一）　ある製品が特許された発明を侵害しているか否かが問題とされる場合、当
該発明の構成要件が、明示されたあるいは解釈上認められる寸法等の数値を含むと
き、その数値は設計値であり、かつ、その数値が当該発明の構成要件である。一定
の製造上の誤差が予測されるとしても、そのことの故に、構成要件であるその数値
がその誤差の分だけ広くなったり狭くなったりするものではない。
　一方、右特許発明を侵害するものか否かが問題とされる対象製品については、特
許発明と対応する設計値と公差から予想される製品化された対象製品の数値又は現
実に製品化された対象製品の数値（それは製造誤差を含んでいる可能性がある）
が、特許発明の要件の数値と対比されるのであって、特許発明の要件の数値に対象
製品の公差あるいは製造上の誤差の数値を加減したものと対比されるのではない。
　もし、特許発明の要件の数値に対象製品の公差あるいは製造上の誤差の数値が加
減されるものとすれば、対象製品の公差あるいは製造上の誤差の大小によって、特
許発明の要件の数値の範囲が変化することになり不合理である。
（二）　これを本件についてみると、仮に被控訴人製品の製造誤差が±一ｍｍであ
るとの控訴人の主張が正しいと仮定しても、そのことによって本件発明の「ほぼ円
形の曲線」に含まれる直交曲線の設計値に基づく曲率半径の最大値と最小値の差が
変化するものではない。
　他方、前記乙第七号証、成立について当事者間に争いのない甲第四号証、乙第八
号証によって認定できる被控訴人製品における直交曲線の曲率半径の最大値と最小
値の差（△Ｒ）は現実の製品の測定値から算出されたものであるところ、右△Ｒは
設計値と対比すれば公差内の製造誤差を含むものである可能性がある。しかし、現
実の被控訴人製品の曲率半径の最大値、最小値及びその差（△Ｒ）と公差が判明し
ても、
それだけでは被控訴人製品の曲率半径の最大値、最小値及びその差（△Ｒ）の設計
値を推認することはできない。
　即ち、現実の製品の曲率半径の最大値、最小値及びその差（△Ｒ）が公差内の製
造誤差を含む可能性があるものであっても、本来本件発明の要件である曲率半径の
最大値と最小値の差（△Ｒ）の最大値として前記のように争いのない限度の数値で
ある〇・四〇ｍｍ内にあった設計値を、要件から外す方向に製造誤差が生じたの
か、本来本件発明の要件の最大値よりはるかに大きい数値であった設計値を、要件
の最大値により近付ける方向に製造誤差が生じたのか、はたまた、設計値のとおり
に製造されたのか、更に、誤差が生じたとしてその誤差の程度、を認めるに足りる
証拠はない。したがって、現実の被控訴人製品の曲率半径の最大値、最小値及びそ



の差（△Ｒ）が公差内の製造誤差を含むものであるとしても、その数値と本件発明
の「ほぼ円形の曲線」に含まれる直交曲線の曲率半径の最大値と最小値の差（△
Ｒ）の最大値との対比に当たって、これを加減することはできず、現実の被控訴人
製品の△Ｒと本件発明の△Ｒの最大値とを直接対比する他はない。
（三）　また、控訴人は、被控訴人製品の製造誤差が二ｍｍ（±一ｍｍ）である旨
主張する。
　控訴人は、被控訴人製品のレンズが設計上左右対称であることを前提に、被控訴
人製品の三個のレンズの各々について右半分と左半分の対応する位置の直交曲線の
曲率半径の差を全体的に観察して±二ｍｍを超える異常データを除去すれば、被控
訴人製品においては二ｍｍ、即ち、±一ｍｍが最大製造誤差、即ち、公差であると
主張する。
　被控訴人製品のレンズが設計上左右対称であることは当事者間に争いがない。し
かし、被控訴人製品のレンズの右半分と左半分の対応する位置の直交曲線の曲率半
径の差を全体的に観察して異常データを除去した値から直ちに被控訴人製品の公差
を求めることは相当でない。
　前記甲第四号証、乙第四号証及び乙第七号証によれば、
控訴人が右半分と左半分の対応する位置の曲率半径の差の算出の基礎とした乙第七
号証記載のレンズ上の各点の直交曲線の曲率半径の値は直接測定されたものではな
く、長野県精密工業試験場において国内で利用できる最高の精度を有する三次元測
定機により、一万分の一ｍｍまで測定したＸ、Ｙ、Ｚ座標の値に基づき、所定の計
算をして求めたものであることが認められる。このような精密な測定による数値に
基づくものである以上、極めてわずかな条件の変化、測定操作の差の影響を受け、
レンズの測定機へのセット誤差その他の測定誤差が生ずることは不可避であるもの
と認められる。
　現に、前記乙第四号証、乙第七号証及び乙第八号証によれば、乙第七号証に直交
曲線の曲率半径の値が記載されている被控訴人製品のレンズの内、加入度数＋二・
〇〇Ｄのレンズ（Ｂ）と同一のレンズを、再度、同じ工業試験場の同一の三次元測
定機により同様に測定したＸ、Ｙ、Ｚ座標の値に基づき、乙第七号証と同じ所定の
計算をして求めた乙第八号証に記載の直交曲線の曲率半径の値と、乙第七号証に記
載された同じレンズの対応する直交曲線の曲率半径の値とを比較すると、一ｍｍに
は達しないもののかなりの相違があることが認められ、このことは、乙第七号証及
び乙第八号証記載の測定値に測定誤差があることを示すものである。もっとも、乙
第七号証及び乙第八号証記載の測定値の比較のみからは、それらの測定値の測定誤
差を認定することはできない。
　また、乙第七号証の数値に基づき、各々のレンズの右半分と左半分との対応部分
の曲率半径を対比すれば、本判決別紙九の４図ないし６図（被控訴人ら第八準備書
面別紙一の４図ないし６図）に明らかなように、右半分の曲率半径と左半分の曲率
半径の差にはレンズごとに一定の規則性がうかがわれ、乙第七号証の数値にセット
誤差がある可能性を否定できない。他方、乙第七号証の数値にどのような、即ち、
どちらの方向へどれだけずれたセット誤差があるのかを特定するに足りる的確な証
拠もない以上、セット誤差を計算上補正することもできない。
　そして、
右のような測定誤差を含む数値に基づいて製造誤差を論ずる以上、一つのレンズに
ついても相当回数の測定を繰り返し、統計的処理を行う等の測定誤差を除去する操
作を加えて使用するべきであるのに、控訴人の主張がそのような操作を加えた後の
数値に基づくものであることを認めるに足りる証拠はない。
　また、現実の被控訴人製品から、被控訴人製品の設計値や許容された製造誤差を
推計するためには、相当数の被控訴人製品を、一枚一枚測定誤差を除去する操作を
して計測し、統計的に計算することを要するのであって、被控訴人製品の一段階の
加入度につき一枚ずつ、三段階分合計三枚のレンズの右半分と左半分との対応部分
の曲率半径の差を全体的に観察して異常データを除去した値から求めた数値を被控
訴人製品の許容された製造誤差であるとする控訴人の主張は、乙第八号証記載の測
定値を考慮しても、正当なものであるとは認められない。
（四）　よって、被控訴人製品の測定値である乙第七号証記載の数値と、本件発明
の「ほぼ円形の曲線」の基準値を対比するに当たっては、本件発明における「ほぼ
円形の曲線」の基準値に被控訴人製品の製造誤差二ｍｍ（±一ｍｍ）を加えて対比
すべきであるとの控訴人の主張は、その余の点について検討するまでもなく理由が
ない。



４　控訴人は、本件発明と被控訴人製品との比較において、製造誤差を考慮に入れ
るべきでないとしても、被控訴人製品はすべて、本件発明における「ほぼ円形の曲
線」を有する旨主張するので検討する。
　前記甲第四号証、乙第七号証及び乙第八号証によれば、被控訴人製品の内、加入
度数が＋一・〇〇Ｄのレンズ（Ａ）、＋二・〇〇Ｄのレンズ（Ｂ）、＋三・〇〇Ｄ
のレンズ（Ｃ）について、子午線から左右二〇ｍｍの範囲での、直交曲線の曲率半
径の最大値と最小値の差（△Ｒ）の最小値は次のとおりであることが認められる。
なお、レンズの中央付近及び上部における有効範囲（使用頻度の高い部分、常用部
分）が主子午線から左右二〇ｍｍであることは当事者間に争いがなく、また、レン
ズの近用部（下部）における有効範囲がそれより狭いかどうかはさておき、
広くても子午線の左右二〇ｍｍを超えるものではないことも当事者間に争いがな
い。
（一）　加入度＋一・〇〇Ｄのレンズ（Ａ）について
（１）　乙第七号証記載のもの
　右半分の△Ｒの最小値　〇・九二ｍｍ（ｙはマイナス二ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　〇・九九ｍｍ（ｙはマイナス三ｍｍとマイナス四ｍｍ）
　左右通算の△Ｒの最小値　〇・九九ｍｍ（ｙはマイナス三ｍｍ）
（２）　甲第四号証記載のもの
　子午線の左右の対称点の座標の測定値を平均した数値に基づい
て計算した直交曲線の曲率半径の△Ｒの最小値　二・九ｍｍ（ｙはマイナス五ｍ
ｍ）
（二）　加入度＋二・〇〇Ｄのレンズ（Ｂ）について
（１）　乙第七号証記載のもの
　右半分の△Ｒの最小値　二・四四ｍｍ（ｙはマイナス二ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　一・九二ｍｍ（ｙはマイナス一ｍｍ）
　左右通算の△Ｒの最小値　二・四四ｍｍ（ｙはマイナス二ｍｍ）
（２）　乙第八号証記載のもの
　右半分の△Ｒの最小値　二・二六ｍｍ（ｙはマイナス二ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　二・〇九ｍｍ（ｙはマイナス二ｍｍ）
　左右通算の△Ｒの最小値　二・二八ｍｍ（ｙはマイナス一ｍｍ）
（３）　甲第四号証記載のもの
　子午線の左右の対称点の座標の測定値を平均した数値に基づい
て計算した直交曲線の曲率半径の△Ｒの最小値　二・六ｍｍ（ｙはマイナス三ｍ
ｍ）
（三）　加入度＋三・〇〇Ｄのレンズ（Ｃ）について
（１）　乙第七号証記載のもの
　右半分の△Ｒの最小値　一・四六ｍｍ（ｙはマイナス一ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　一・四六ｍｍ（ｙはマイナス一ｍｍ）
　左右通算の△Ｒの最小値　一・四六ｍｍ（ｙはマイナス一ｍｍ）
（２）　甲第四号証記載のもの
　子午線の左右の対称点の座標の測定値を平均した数値に基づい
て計算した直交曲線の曲率半径の△Ｒの最小値　二・五ｍｍ（ｙはマイナス二ｍ
ｍ）
　右（一）ないし（三）認定の事実によれば、右各証拠によって認められる被控訴
人製品の各レンズ毎の、子午線から左右二〇ｍｍの範囲での、直交曲線の曲率半径
の最大値と最小値の差（△Ｒ）の最小値は、
右半分又は左半分を独立にみても、加入度＋一・〇〇Ｄのレンズ（Ａ）について
は、〇・九二ｍｍ、加入度＋二・〇〇Ｄのレンズ（Ｂ）については、一・九二ｍ
ｍ、加入度＋三・〇〇Ｄのレンズ（Ｃ）については、一・四六ｍｍであって、いず
れも、曲率半径の最大値と最小値との差（△Ｒ）が〇・四ｍｍまでのものという、
直交曲線を「ほぼ円形の曲線」といってよい基準（その限度では当事者間に争いの
ないことは前記２のとおりである。）よりはるかに大きいから、各被控訴人製品
は、本件発明の「ほぼ円形の曲線」を有するとはいえない
　なお、仮に控訴人主張のように、直交曲線を「ほぼ円形の曲線」といってよい曲
率半径の最大値と最小値との差（△Ｒ）の基準を〇・五ｍｍまでのものとしても、
各被控訴人製品の△Ｒの最小値は、その基準からみてもはるかに大きいから、各被
控訴人製品は、本件発明の「ほぼ円形の曲線」を有するといえないことは同様であ
る。



５　控訴人は、乙第七号証のデータはいずれも、メッシュ状の測定点における数値
であり、メッシュ間の特定の位置についての数値ではないので、メッシュ間のデー
タを必要とするときは、適当な方法をもって補正しなければならない旨、具体的に
は、乙第七号証に記載された主子午線上の一ｍｍ毎の各直交曲線の曲率半径の最大
値と最小値の差（△Ｒ）を、主子午線（Ｙ軸）上の一ｍｍ毎の位置を横軸にとった
グラフ上にプロットすると、横軸にそって一定の方向に向かって△Ｒが漸減する部
分と漸増する部分とが示されるので、漸減するプロットを結ぶ線を延長した線と、
漸増するプロットを結ぶ線を延長した線との交点の横軸上の値が、△Ｒが最小とな
る直交曲線の主子午線との交点の位置を示し、縦軸上の値が△Ｒの最小値を示すか
ら、乙第七号証に記載された三種の被控訴人製品について、右の方法で△Ｒの最小
値を求めると、
（一）　加入度＋一・〇〇Ｄのレンズ（Ａ）について
　右半分の△Ｒの最小値　〇・五ｍｍ（ｙはマイナス二・五ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　〇・五ｍｍ（ｙはマイナス三・五ｍｍ）
（二）　加入度＋二・〇〇Ｄのレンズ（Ｂ）について

　右半分の△Ｒの最小値　一・七ｍｍ（ｙはマイナス一・三ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　一・三ｍｍ（ｙはマイナス一・四ｍｍ）
（三）　加入度＋三・〇〇Ｄのレンズ（Ｃ）について
　右半分の△Ｒの最小値　〇・七ｍｍ（ｙはマイナス〇・七ｍｍ）
　左半分の△Ｒの最小値　一・〇ｍｍ（ｙはマイナス一・一ｍｍ）
である旨主張する。
　更に、右のようにプロットして得た一つのレンズの右半分についてのグラフと左
半分についてのグラフとを重ねると、グラフが一致しないでずれ、右半分と左半分
で△Ｒの最小値の得られる主子午線上の位置（ｙの値）が異なるのは、セット誤差
があるためであり、このセット誤差を除去するためには、右半分から得られたｙの
値と、左半分から得られたｙの値との中間に実際の「ほぼ円形の曲線」が存在する
ので、レンズの右半分についての右側の左下がりの傾斜曲線を前記中間の値まで延
長し、レンズの左半分についての左側の右下がりの傾斜曲線を前記中間の値まで延
長した場合の縦軸の数値を平均したものから△Ｒの最小値を得ればよいから、乙第
七号証に記載された被控訴人製品の内の二種について、右の方法で△Ｒの最小値を
求めると、
（一）　加入度＋一・〇〇Ｄのレンズ（Ａ）について
△Ｒの最小値　〇・〇五ｍｍ（ｙはマイナス三ｍｍ）
（二）　加入度＋三・〇〇Ｄのレンズ（Ｃ）について
△Ｒの最小値　〇・五二ｍｍ（ｙはマイナス〇・九ｍｍ）
である旨主張する。
　しかし、前記グラフの横軸にそって一定の方向に向かって△Ｒが漸減する部分の
最後のプロットと漸増する部分の最初のプロットとの間の、両端のプロットを含む
どこかに△Ｒの最小値があるとはいうことができるが、それが控訴人の主張する位
置、値をとるとはいまだ認められない。
　即ち、グラフの横軸にそって一定の方向に向かって△Ｒが漸減する部分の最後の
プロットを過ぎても同じ傾斜の漸減傾向が続き、他方漸増する部分の最初のプロッ
トの手前にも同じ傾斜の漸増傾向が続いていて、両者のグラフの交点で漸減傾向が
突然漸増傾向に転換するということも可能性としては有り得ることである。しか
し、それと同様に、
漸減する部分の最後のプロットと漸増する部分の最初のプロットとの間で、漸減傾
向の傾斜が漸減し、次いで漸増傾向に転換しその傾斜が漸増しつつ右漸増部分に接
続する可能性もあるのであり、しかもその場合グラフの描く線も、深いＵ字形から
両端のプロットを結ぶ直線に極めて近いものまで多様な可能性がある。その中で、
控訴人主張のようなグラフとなることを裏付ける事実はいまだ認められない。
　しかも、本判決別紙九の５図（被控訴人ら第八準備書面別紙一の５図）に示され
た被控訴人製品の加入度数＋二・〇〇Ｄのレンズ（Ｂ）のＶｙマイナス一の右左、
Ｖｙマイナス二の右左、Ｖｙマイナス三の右左、の各直交曲線の曲率半径の変動を
表すグラフにおいて、各グラフの波動の形状は極めて類似しているところ、それら
のグラフによれば、Ｖｙマイナス二とＶｙマイナス三との中間ではその波動の形状
が維持されるけれども、Ｖｙマイナス一とＶｙマイナス二との中間では波動が低く
なり最大と最小の差が小さくなって、控訴人主張のように「ほぼ円形の曲線」とな



っているとみるよりも、Ｖｙマイナス一とＶｙマイナス二との中間でもＶｙマイナ
ス二とＶｙマイナス三との中間と同様に各グラフの波動の形状が維持されていると
みる方が自然である。同様のことは別紙九の４図、６図（被控訴人ら第八準備書面
別紙一の４図、６図）に示された被控訴人製品の加入度数＋一・〇〇Ｄのレンズ
（Ａ）の右半分及び左半分並びに加入度数＋三・〇〇Ｄのレンズ（Ｃ）の右半分及
び左半分のグラフについてもいえることである。
　更に、乙第七号証記載の曲率半径にはセット誤差に起因する誤差がある可能性を
否定できないけれども、その方向や程度を特定するに足りる的確な証拠もないこと
は前記３（三）に判断したとおりであり、また、グラフの横軸にそって一定の方向
に向かって△Ｒが漸減する部分の最後のプロットを過ぎても同じ傾斜の漸減傾向が
続き、他方漸増する部分の最初のプロットの手前にも同じ傾斜の漸増傾向が続いて
いて、両者のグラフの交点で漸減傾向が突然漸増傾向に転換するということも可能
性としては有り得るけれども、そうではない可能性もあり、
その中で、控訴人主張のようなグラフとなることを裏付ける事実はいまだ認められ
ないことは前記のとおりであって、控訴人主張の方法でセット誤差を補正すること
ができ、補正後の△Ｒの最小値が控訴人主張の数値になるものとはいまだ認められ
ない。
　控訴人の前記各主張は採用できない。
６　したがって、被控訴人製品は本件発明の構成要件（５）にいう、「ほぼ円形の
曲線」を有するものとは認められず、被控訴人製品は本件発明の構成要件（５）を
充足しない。
三　よって、その余の点について判断するまでもなく、本件請求を棄却した原判決
は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負
担について民事訴訟法第九五条、第八九条を、上告のための附加期間を定めること
について同法第一五八条第二項を各適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　松野嘉貞　西田美昭　杉本正樹）
別紙一ないし九省略


